
尼崎市物価高騰対策福祉施設等支援給付金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、コロナ禍において物価高騰の影響を強く受けている福祉施設等

に対し、事業の運営を支援するための給付金を交付することで、利用者への安定的

なサービス提供に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、福祉施設等とは、介護保険法（平成９年法律第 123 号）、

老人福祉法（昭和 38年法律第 133 号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）又は児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）（以下「関係法」という。）に規定する施設又は事業所であって、別表１の

「施設等種別」に掲げるものをいう。 

（給付金の対象事業者） 

第３条 給付金の交付対象となる者（以下「対象事業者」という。）は、令和４年８月

１日時点で、関係法に基づき尼崎市から事業者指定を受けている者又はそれ以外で

尼崎市内において福祉施設等（他市のみで事業者指定を受けた事業所を除く。）を運

営している者とする。ただし、次の各号に該当する場合を除く。 

⑴  第５条に規定する交付申請時点で事業を実施していない又は事業を休・廃止

している場合 

⑵  国又は地方公共団体が運営している場合（指定管理者制度による運営を含む。） 

（給付金の額） 

第４条 対象事業者に交付する給付金の額は、別表１の「施設等種別」欄に定める区

分ごとに、同表の「給付金の額」欄に定める額とする。 

（交付申請） 

第５条 給付金の交付を受けようとする福祉施設等の代表者（以下「申請者」という。）

は、給付金交付申請書兼請求書（様式第１号）に必要書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、給付

金を交付することが適当と認めたときは、給付金交付決定通知書（様式第２号）に

より申請者へ通知し、当該申請者（以下「交付対象者」という。）に対し、給付金を

支払うものとする。 

２ 市長は、申請者に対して給付金を交付しないことを決定したときは、給付金却下



決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（交付の取消し等） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けたとき。 

⑵ 給付金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。 

⑷  その他市長が給付金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の交付の取消しを行ったときは、給付金交付決

定取消通知書（様式第４号）により交付対象者へ通知するものとする。 

（給付金の返還） 

第８条 市長は、前条の規定により給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、当該取消しに係る給付金が既に交付されているときは、給付金返還

命令書（様式第５号）により、交付対象者に対し、その返還を命じるものとする。 

（帳簿等の備付） 

第９条 交付対象者は、当該給付金に関する事業の収入及び支出の状況を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該給付金を受

領した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

    

付 則 

（施行の期日） 

 １ この要綱は、令和４年 10月 1 日から施行する。 

付 則 

（施行の期日） 

 １ この要綱は、令和４年 10月 13 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



別表１（第２条、第４条関係） 

施設等種別 給付金の額 

介護保険

法に基づ

く施設等 

介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

特定施設入所者生活介護事業所（※１） 

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 

短期入所生活介護事業所（※２） 

短期入所療養介護事業所（※２） 

介護医療院 

１定員あたり15,000円 

 

※１ 軽費老人ホーム及

び養護老人ホームは除

く（老人福祉法に基づ

く施設等として計上す

ること）。 

※２ 空床利用型を除

く。 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

通所介護事業所 

地域密着型通所介護事業所 

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所（※３） 

通所型サービス（第一号通所事業）（※４） 

１定員あたり 6,000 円 

 

※３ 医療みなし指定を

受ける事業所を除く。 

※４ 通所介護及び地域

密着型通所介護を実施

していない事業所に限

る。 

訪問介護事業所 

訪問入浴事業所 

訪問看護事業所（※５） 

訪問リハビリテーション事業所（※５） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

居宅介護支援事業所 

介護予防支援事業所 

１事業所あたり 25,000

円 

 

※５ 医療みなし指定を

受ける事業所を除く。 

老人福祉

法に基づ

く施設等 

軽費老人ホーム 

養護老人ホーム 

１定員あたり15,000円 

障害者の

日常生活

障害者支援施設 

共同生活援助事業所 

１定員あたり 15,000 円 



及び社会

生活を総

合的に支

援するた

めの法律

に基づく

施設等 

短期入所事業所（※６） 

生活介護事業所 

自立訓練（機能・生活訓練）事業所 

就労移行支援事業所 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所 

地域活動支援センター（※７） 

小規模作業所（※８） 

 

１定員あたり 6,000 円 

 

※６ 空床利用型を除

く。 

※７ 地域活動支援セン

ターの定員数はⅠ型を

20人、Ⅱ型を 15人、

Ⅲ型を 10人とする。 

※８ 小規模作業所の定

員数は５人とする。 

居宅介護事業所 

特定相談支援事業所 

１事業所あたり 25,000

円 

児童福祉

法に基づ

く施設等 

児童発達支援事業所（児童発達支援センタ

ーを含む。） 

放課後等デイサービス事業所 

１定員あたり 6,000 円 

 


